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単元：地方自治 ① 

【解説ページ】 教科書の重要キーワードをチェックした後、問題へ！ 
 

１ 身近な地域の政治 

  ●①   地方自治      ・・・・住民がみずからの意思と責任で地域の政治をおこなうこと。 

  ●②   民主主義     の   学校    ・・・・住民が参加して身近な地域の問題を解決することからこうよばれている。 

  ●③   地方公共団体          ・・・・都道府県や市町村で地域の自治をおこなうための団体。地方自治体ともいう。 

                                 学校の設置・上下水道・ゴミ処理・消防などの行政サービスをおこなう。 

 

  ●地方自治のしくみ 
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 暗記 一問一答  

前のページの教科書のキーワード確認した後、チェックしよう！ 
 

① 住民がみずからの意思で地域の政治をおこなうことを    という。 ① 地方自治 
    

② 都道府県や市町村単位で自治をおこなうための団体を    という。 ② 地方公共団体（地方自治体） 
    

③ 地方自治は住民により住民のためにおこなわれるため、民主主義の    とよばれる。 ③ 学校 
    

④ 都道府県知事など地方公共団体の長をまとめて    という。 ④ 首長 
    

⑤ 地方議会議員の被選挙権は    歳以上である。 ⑤ ２５ 
    

⑥ 都道府県知事の被選挙権は    歳以上である。 ⑥ ３０ 
    

⑦ 地方議会が定める、その地方のみに適用されるきまりを    という。 ⑦ 条例 
    

⑧ 地方議会はその他、    の議決などをおこなう。 ⑧ 予算 
    

⑨ 首長は地方議会の決議に不満があれば、議決のやり直しを求める    ができる。 ⑨ 再議 
    

⑩ 地方議会は首長の方針に反対であれば、首長に対して    をすることができる。 ⑩ 不信任決議 
    

⑪ 首長は⑨に対して、地方議会を    することができる。 ⑪ 解散 
    

⑫ 次の A～Gにあてはまる語句を書きなさい ⑫  

 

A 選挙 
  

B (都道府県)知事 
  

C 市(町村)長 
  

D 予算 
  

E 条例 
  

F 不信任 
  

G 解散 
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単元：地方自治 ② 

【解説ページ】 教科書の重要キーワードをチェックした後、問題へ！ 
２ 住民の政治参加 

  ●①   直接請求権         ・・・・住民が一定数の署名を集めて、さまざまな事を請求する権利。 

記述 直接請求権が認められている理由 ：住民の意思を政治に反映させ、地方自治を実現させるため。 

 

項  目 必要署名数 請 求 先 その後 

②   条例      の制定・改廃 有権者の 

③ 50分の 1 以上 

④   首長       議会を召集し議決 

監 査 監査委員 監査の結果を報告 

地方議会の⑤   解散       

有権者の 

⑦  ３分の 1  以上 

⑧  選挙管理委員会   

住民投票し過半数で解散 

首長・議員の⑥   解職       住民投票し過半数で失職 

おもな公務員の解職 首 長 議会を召集し議決 

 

  ●⑨   オンブズパーソン制度     ・・・・住民の苦情を処理し、行政が適切におこなわれているかを監視する制度。 

  ●⑩   NPO     ・・・・非営利組織の略。地域の課題に積極的に取り組む団体。 

３ 地方財政と地方分権 

  地方財政の歳入の割合（2010）                                                     総額約 82兆円 

地方税 

39.6％ 

地方交付税交付金 

23.4％ 

国庫支出金 

14.1％ 

地方債 

16.4％ 

その他 

6.5％ 

  ●①   地方税     ・・・・住民が都道府県や市町村に納める税。自主財源。 

  ●②   国庫支出金      ・・・・国が使いみちを指定し、地方に配分するお金。 

  ●③  地方交付税交付金  ・・・・国が地方ごとの税収入の格差をうめるために配分するお金。使い道の指定はない。 

  ●④   地方債           ・・・・地方の借金（借入金）。 

  ●自主財源・・・地方税など自由に徴収して使用できる財源。      

●依存財源・・・地方交付税交付金や地方債などで国から得た財源のこと。 

→国と地方を対等の関係にするためには、依存財源が少なく、自主財源を確保することが必要。 

●⑤   地方分権         ・・・・国の権限を地方に移すこと。 
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 暗記 一問一答  

前のページの教科書のキーワード確認した後、チェックしよう！ 

 

① 住民が一定数の署名をあつめて、要望を政治に反映させる権利を    という。 ①  
    

② 下の表の A～Gにあてはまる語句を書きいれなさい。   
 

項  目 請 求 先 必要署名数 

A    条  例     の制定・改廃 B    首 長      有権者の 

C   50分の１  以上 監 査 監査委員 

地方議会の D  解 散        

F  選挙管理委員会       有権者の 

G   3分の１     以上 
首長・議員の E  解 職        

おもな公務員の解職 首 長 

 

③ 有権者６万人の市で条例の制定に必要な署名数は    以上である。 ③ １２００ 
    

④ 有権者６万人の市で議会の解散に必要な署名数は    以上である。 ④ ２0000 
    

⑤ 行政を市民が監視するため    制度をとりいれているところもある。 ⑤ オンブズパーソン 
    
 
C 

① 地域の住民が地方公共団体に納める税を    という。 ① 地方税 
    

② 国が使い道を指定して地方に配分する補助金を    という。 ② 国庫支出金 
    

③ 国が収入の少ない地方に使い道を指定しないで渡す補助金を    という。 ③ 地方交付税交付金 
    

④ 国の権限を地方に移すことを    という。 ④ 地方分権 
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解答 単元：地方自治 ① 

 暗記 一問一答  

前のページの教科書のキーワード確認した後、チェックしよう！ 
 

① 住民がみずからの意思で地域の政治をおこなうことを    という。 ① 地方自治 
    

② 都道府県や市町村単位で自治をおこなうための団体を    という。 ② 地方公共団体（地方自治体） 
    

③ 地方自治は住民により住民のためにおこなわれるため、民主主義の    とよばれる。 ③ 学校 
    

④ 都道府県知事など地方公共団体の長をまとめて    という。 ④ 首長 
    

⑤ 地方議会議員の被選挙権は    歳以上である。 ⑤ ２５ 
    

⑥ 都道府県知事の被選挙権は    歳以上である。 ⑥ ３０ 
    

⑦ 地方議会が定める、その地方のみに適用されるきまりを    という。 ⑦ 条例 
    

⑧ 地方議会はその他、    の議決などをおこなう。 ⑧ 予算 
    

⑨ 首長は地方議会の決議に不満があれば、議決のやり直しを求める    ができる。 ⑨ 再議 
    

⑩ 地方議会は首長の方針に反対であれば、首長に対して    をすることができる。 ⑩ 不信任決議 
    

⑪ 首長は⑨に対して、地方議会を    することができる。 ⑪ 解散 
    

⑫ 次の A～Gにあてはまる語句を書きなさい ⑫  

 

A 選挙 
  

B (都道府県)知事 
  

C 市(町村)長 
  

D 予算 
  

E 条例 
  

F 不信任 
  

G 解散 
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解答 単元：地方自治 ② 

 暗記 一問一答  

前のページの教科書のキーワード確認した後、チェックしよう！ 

 

① 住民が一定数の署名をあつめて、要望を政治に反映させる権利を    という。 ① 直接請求権 
    

② 下の表の A～Gにあてはまる語句を書きいれなさい。   
 

項  目 請 求 先 必要署名数 

A    条  例     の制定・改廃 B    首 長      有権者の 

C   50分の１  以上 監 査 監査委員 

地方議会の D  解 散        

F  選挙管理委員会       有権者の 

G   3分の１     以上 
首長・議員の E  解 職        

おもな公務員の解職 首 長 

 

③ 有権者６万人の市で条例の制定に必要な署名数は    以上である。 ③ １２００ 
    

④ 有権者６万人の市で議会の解散に必要な署名数は    以上である。 ④ ２0000 
    

⑤ 行政を市民が監視するため    制度をとりいれているところもある。 ⑤ オンブズパーソン 
    
 
C 

① 地域の住民が地方公共団体に納める税を    という。 ① 地方税 
    

② 国が使い道を指定して地方に配分する補助金を    という。 ② 国庫支出金 
    

③ 国が収入の少ない地方に使い道を指定しないで渡す補助金を    という。 ③ 地方交付税交付金 
    

④ 国の権限を地方に移すことを    という。 ④ 地方分権 
    
 

 
 

 


